
雇用対策における国・地方の連携強化について（総論）

＜セーフティーネットとしての役割＞

全国ネットワークを通じて、憲法に定

められた勤労権の保障のためのセーフ

ティーネットの役割を果たす。

≪主な業務≫

以下の業務を一体的に実施

①全国ネットワークの職業紹介

（就職に関する相談・職業紹介、企業訪問
による求人開拓、各種セミナー・就職面接
会の開催など）

②雇用保険制度の運営

③雇用対策

（障害者雇用率の達成指導など）

一体的実施施設の設置

共同事業の実施
（合同就職面接会、UIJターン支援等）

雇用対策協定
相互に必要な業務実施を要請

（国と地方の役割分担・連携のイメージ）

国 地方公共団体

＜地域の問題への対応＞

地方公共団体は、無料職業紹介事業

を含む各種の雇用対策を独自に実施可

能であり、地域の問題に対応するため

の対策を実施。

≪主な業務≫

※地方公共団体により異なる

①企業誘致・産業育成

②生活相談・福祉関係業務

③各種就労支援

（カウンセリング、無料職業紹介事業、
就職面接会、各種セミナー等）

ハローワークの求人情報提供
（平成26年９月開始）

ハローワークの求職情報提供
（平成28年３月開始）

連携して
雇用対策を実施

（参考）労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和41年法律第132号）（抄）
第五条 地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない。

○ 国と地方公共団体が、それぞれの強みを発揮し、一体となって雇用対策を進めることで、住民サービス
の更なる強化を目指すことが重要。

※ 地域の雇用問題を解決するためには、様々な取組を一体的に行う必要がある。

（例：企業誘致や産業育成などと職業紹介による企業の人材確保支援、生活困窮者に対する生活支援と職業紹介などの就労支援）
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